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学校に設置している遊具の安全確保について（通知）  

このことについて、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課か

ら、別添写しのとおり事務連絡がありましたので、通知します。 

学校に設置している遊具については、事故を未然に防止するため、安全点検を行うと

ともに、必要に応じて、使用方法の注意、補修、使用停止等の措置を講じ、安全の確保

に万全を期していただくようお願いしているところですが、この度、10 歳男子が複合

遊具のバランスボールで遊んでいるところ、ボールから落下し、頭部を負傷する事故

が発生しました。 

ついては、各学校において、別添資料を参考に、類似遊具について適切な安全点検を

行うとともに、事故につながる危険性を予見し、遊具の安全管理に努めるようお願い

します。 

 

（生徒指導（学校安全）係）  
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